
令和８年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　

ページ 項目 新 旧

2
心身障害者福祉手当
精神障害者保健福祉手帳の１級　△

心身障害者福祉手当
精神障害者保健福祉手帳１級　空欄

4
重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業
利用者負担　有

重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業
利用者負担　空欄

4 削除（重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業に統合） 医療的ケア児等の家族の就労等支援事業

7 削除 住宅情報ネットワーク事業

7
住宅リフォーム事業者登録制度
「身体障害者手帳」の「視覚」の1級から「難病」まで　すべて●

リフォーム支援事業
本文ページをご確認ください

7 木造住宅の耐震化促進助成 木造住宅の耐震化推進助成

10 削除
【高島平健康福祉センター】枠内
（浮間舟渡駅⇔高島平駅）高島平駅下車　徒歩５分

11 削除（廃止）
おとしより保健福祉センター
〒174-0063　板橋区前野町四丁目16番1号
☎5970-1111　FAX　5392-2060

16
前野福祉園
板橋区前野町四丁目16番1号　旧おとしより保健福祉センター２階

前野福祉園
板橋区前野町四丁目16番1号　おとしより保健福祉センター２階

【学校】
筑波大学付属大塚特別支援学校
FAX番号　※ホームページにお問い合わせフォームがあります。

【学校】
筑波大学付属大塚特別支援学校
FAX番号　5684-4841

【区内当事者団体】
板橋区聴覚障害者協会
代表者　篠田　雅哉

【区内当事者団体】
板橋区聴覚障害者協会
代表者　西端　龍三郎

28
所得税・住民税の

障害者控除
問合　［所得税］国税相談専用ダイヤル　☎0570-00-5901
　　　［住民税］課税課　☎3579-2101　FAX5248-7099

問合　［所得税］板橋税務署　☎3962-4151
　　　［住民税］課税課　☎3579-2101　FAX5248-7099

「障がい者福祉のしおり」新旧対照表

17

制度一覧
（65歳未満の方）

窓口案内図

関係機関一覧

1



令和８年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　

ページ 項目 新 旧

28

29

対象になる方　　　　　　　　　　　　手当月額
身体障害者手帳３級
愛の手帳４度　　　　　　　　　　　　7,750円
戦傷病者手帳第４項症
精神障害者保健福祉手帳1級

対象になる方　　　　　　　　　　　　手当月額
身体障害者手帳３級
愛の手帳４度　　　　　　　　　　　　7,750円
戦傷病者手帳第４項症

申請手続に必要な書類など
［手帳所持者］身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれか
［難　　　病］特定医療費（指定難病）受給者証又は都医療券
　　　　　　※小児慢性特定疾病療養受給者証をお持ちで、31～34ページの疾病に該当する方は小児
　　　　　　　慢性特定疾病療養受給者証

申請手続に必要な書類など
［手帳所持者］身体障害者手帳、愛の手帳、戦傷病者手帳のいずれか
［難　　　病］特定医療費（指定難病）受給者証又は都医療券
　　　　　　※小児慢性特定疾病療養受給者証をお持ちで、31～34ページの疾病に該当する方は小児
　　　　　　　慢性特定疾病療養受給者証と小児慢性特定疾病医療意見書の写し

自動車税種別割•軽自動
車税（種別割）•自動車
税環境性能割•軽自動車
税環境性能割の減免

↓

自動車税・軽自動車税
の減免

心身障害者福祉手当30
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令和８年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　

ページ 項目 新 旧

36
特別障害者手当
（国制度）

対象・手当額
手当金額　　30,450円（申請翌月から）令和８年４月１日現在

対象・手当額
手当金額　　29,590円（申請翌月から）令和７年４月１日現在

38
児童扶養手当
（国制度）

対象・手当額
手当金額　　全部支給　48,050円
　　　　　　一部支給　11,340円～48,040円
　　　　　　児童２人目以降　一人につき
　　　　　　全部支給　11,350円
　　　　　　一部支給　5,680円～11,340円加算
　　　　　　（令和８年４月１日現在）

対象・手当額
手当金額　　全部支給　46,690円
　　　　　　一部支給　11,010円～46,680円
　　　　　　児童２人目以降　一人につき
　　　　　　全部支給　11,030円
　　　　　　一部支給　5,520円～11,020円加算
　　　　　　（令和７年４月１日現在）

対象・手当額
手当金額　　１級　58,450円
　　　　　　２級　38,930円　　（令和８年４月１日現在）

対象・手当額
手当金額　　１級　56,800円
　　　　　　２級　37,830円　　（令和７年４月１日現在）

申請手続きに必要な書類など
所定の診断書
※愛の手帳１度の方は省略できます。また、身体障害者手帳の一部（内部障がいを除く）や愛の手帳
　２度の方は省略できる場合があります。

申請手続きに必要な書類など
・所定の診断書
　※愛の手帳１度の方は省略できます。また、身体障害者手帳の一部（内部障がいを除く）や愛の手帳
　　２度の方は省略できる場合があります。
・申請者(保護者)及び児童の戸籍謄本(コピー不可、原本)

40
障害児福祉手当
（国制度）

対象・手当額
手当金額　　16,560円（申請翌月から）（令和８年４月１日現在）

対象・手当額
手当金額　　16,100円（申請翌月から）（令和７年４月１日現在）

42

心身障害者福祉手当

支給対象
①「身体障害者手帳」１級・２級、「愛の手帳」１度・２度・３度又は「精神障害者保健福祉手帳」１
級に該当する方

手当申請に必要なもの
①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
②難病の方は医療受給者証又は都医療券
※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、P.31～P.34の疾病に該当する方は小児慢性特定疾病医療
受給者証

心身障害者福祉手当

支給対象
①「身体障害者手帳」１級・２級、又は「愛の手帳」１度・２度・３度に該当する方

手当申請に必要なもの
①身体障害者手帳、愛の手帳又は戦傷病者手帳
②難病の方は医療受給者証又は都医療券
※小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、P.31～P.34の疾病に該当する方は小児慢性特定疾病医療
受給者証と小児慢性特定疾病医療意見書の写し

児童扶養手当

手当月額　　全部支給　48,050円
　　　　　　一部支給　11,340円～48,040円
　　　　　　児童２人目以降　一人につき
　　　　　　全部支給　11,350円
　　　　　　一部支給　5,680円～11,340円加算

児童扶養手当

手当月額　　全部支給　46,690円
　　　　　　一部支給　11,010円～46,680円
　　　　　　児童２人目以降　一人につき
　　　　　　全部支給　11,030円
　　　　　　一部支給　5,520円～11,020円加算

特別児童扶養手当（20歳未満）

手当月額　　１級　58,450円
　　　　　　２級　38,930円

特別児童扶養手当（20歳未満）

手当月額　　１級　56,800円
　　　　　　２級　37,830円

障害児福祉手当（20歳未満）

手当月額　　申請翌月から16,560円

障害児福祉手当（20歳未満）

手当月額　　申請翌月から16,100円

特別障害者手当（20歳以上）

手当月額　　申請翌月から30,450円

特別障害者手当（20歳以上）

手当月額　　申請翌月から29,590円

特別児童扶養手当
（国制度）

39

障がいの手当一覧

43
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令和８年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　

ページ 項目 新 旧

支給金額
年金１級　1,059,125円【1,056,125円】（年額）
年金２級　847,300円【844,900円】（年額）
子の加算　１人目・２人目　各243,800円（年額）
　　　　　３人目～（１人）81,300円（年額）
※令和８年度の金額です。支給金額は年度によって異なります。
※【　】内は昭和31年４月１日以前生まれの方の金額です。

支給金額
年金１級　1,039,625円【1,036,625円】（年額）
年金２級　831,700円【829,300円】（年額）
子の加算　１人目・２人目　各239,300円（年額）
　　　　　３人目～（１人）79,800円（年額）
※令和７年度の金額です。支給金額は年度によって異なります。
※【　】内は昭和31年４月１日以前生まれの方の金額です。

所得制限額
20歳未満で障がいを発症した方の障害基礎年金は、所得制限額（前年の本人所得：半額停止3,761,000
円、全額停止4,794,000円）が設けられています。なお、所得制限額は扶養人数に応じて変わり、年度に
よって異なる場合があります。

所得制限額
20歳未満で障がいを発症した方の障害基礎年金は、所得制限額（前年の本人所得：半額停止3,704,000
円、全額停止4,721,000円）が設けられています。なお、所得制限額は扶養人数に応じて変わり、年度に
よって異なる場合があります。

44
障害厚生年金・

障害手当金（厚生年金）

初診日が厚生年金加入期間にある方は、厚生年金法に基づき、１級～３級又は障害手当金を認定しま
す。最低保障額（年額）は３級で635,500円【633,700円】、障害手当金（一時金）は1,271,000円
【1,267,400円】です。
※令和８年度の金額です。最低保障額は年度によって異なります。
※【　】内は昭和31年４月１日以前生まれの方の金額です。

初診日が厚生年金加入期間にある方は、厚生年金法に基づき、１級～３級又は障害手当金を認定しま
す。最低保障額（年額）は３級で623,800円【622,000円】、障害手当金（一時金）は1,247,600円
【1,243,950円】です。
※令和７年度の金額です。最低保障額は年度によって異なります。
※【　】内は昭和31年４月１日以前生まれの方の金額です。

48
心身障がい児（者）

歯科診療

■診療日　　土曜日（祝日、年末年始を除く）13：00～17：00（予約制）
■電話予約　月～土　　　　　　　　　　　　13：00～16：00

■申込　　　電話予約　月～土　　　　　　　　13：00～16：00
　　　　　　日、祝、年末年始　  　　　　　 　9：00～16：00
■診療日　　土曜日（祝日、年末年始を除く）　13：00～17：00（予約制）
■歯科相談　月～土（祝日、年末年始を除く）　13：00～17：00
　　　　　（電話又は事前連絡のうえ来所）

48 難病医療費等の助成

助成の内容
①難病（指定難病・東京都単独の対象疾病）
対象疾病の治療にかかる医療費等のうち、医療保険・介護保険を適用した後の自己負担分の一部を助成
します。ただし、入院時の食事・生活療養標準負担額は含みません。
■介護保険は次のサービスに限ります。
「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「介護医療院サービス」「介護予防訪
問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防居宅療養管理指導」

助成の内容
①難病（指定難病・東京都単独の対象疾病）
対象疾病の治療にかかる医療費等のうち、医療保険・介護保険を適用した後の自己負担分の一部を助成
します。ただし、入院時の食事・生活療養標準負担額は含みません。
■介護保険は次のサービスに限ります。
「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「介護療養施設サービス」「介護医療
院サービス」「介護予防訪問看護」「介護予防訪問リハビリテーション」「介護予防居宅療養管理指
導」

区内に住民登録があり、自費・公費問わず今まで一度も接種したことがない方を対象に帯状疱疹予防接
種費用の一部を公費負担します。

区内に住民登録があり、【定期接種】は今まで一度も接種したことがない方、【任意接種費用助成】は
今まで板橋区で助成を受けたことがない方で、下記の方を対象に帯状疱疹予防接種費用の一部を公費負
担します。

【定期接種】
①年度内に65歳になる方
②60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある身体障害者手帳１
級の方
③年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

【定期接種】
①年度内に65歳になる方
②60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいのある身体障害者手帳１
級の方
③年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方、101歳以上の方

削除（事業終了のため） 【任意接種費用助成】50歳以上で上記の①～③に該当しない方

44
障害基礎年金
（国民年金）

帯状疱疹予防接種の助成50
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53 育成医療

61

重症心身障がい児（者）
等在宅レスパイト事業

↓

重症心身障がい児（者）
等在宅レスパイト・就労

等支援事業

重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト・就労等支援事業
医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）等を介護する家族のレスパイト（休息）や就労等支援のた
めに、看護師を派遣します。

重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業
医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）等を介護する家族のレスパイト（休息）のために、看護師
を派遣します。

61
医療的ケア児等の家族の

就労等支援事業
すべて削除（重症心身障がい児（者）等在宅レスパイト事業に統合） 医療的ケア児等の家族の就労等支援事業

収尿器

対　　　　　象　　肢体不自由　空欄　　　内部　●
障がい個別等級　　内部

収尿器

対　　　　　象　　肢体不自由　●　　　内部　空欄
障がい個別等級　　肢体不自由

視覚障がい者用時計 視覚障害者用時計

視覚障がい者用読書器 視覚障害者用拡大読書器

透析液加温器 透析液加湿器

聴覚障がい者用通知装置 聴覚障害者用通知装置

視覚障がい者誘導装置

対　　　　　象　　視覚　●
年　　　　　齢　　学齢児以上
障がい個別等級　　視覚１・２級
耐　用　年　数　　５年

新規追加

日常生活用具費対象品目

81

80
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ページ 項目 新 旧

83 民生委員・児童委員 問合　福祉総務課庶務係　☎3579-2352 問合　生活支援課庶務係　☎3579-2352

84

身体障がい者相談員

↓

身体障害者相談員

身体障害者相談員 身体障がい者相談員

84

知的障がい者相談員

↓

知的障害者相談員

知的障害者相談員 知的障がい者相談員

86
障がい者の就労
・雇用の相談

板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）
前野町4-16-1　旧おとしより保健福祉センター１階

板橋区障がい者就労支援センター（ハート・ワーク）
前野町4-16-1　おとしより保健福祉センター１階

問合　住宅政策課住宅政策推進係　☎3579-2186  FAX 3579-5437
問合　板橋区居住支援協議会（住宅政策課住宅政策推進係内）
　　　☎3579-2186  FAX 3579-5437

住まいが見つからない・保証人や緊急連絡先が見つからないなど、住まいのお困りごとについて相談で
きる窓口です。相談者の個々の状況に応じ、入居可能な民間賃貸住宅情報の提供及びあっせんから、入
居後の支援、退去に至るまでの伴走型支援を実施します。

板橋区居住支援協議会では、板橋区に居住している障がい者世帯の方から住まい探しの相談をお受け
し、お困りの状況にあった居住支援サービスの情報提供を行っています。
居住支援サービスの一部として、障がい者世帯の方のお住まいをお手伝いする「住宅情報ネットワー
ク」（87ページ参照）や、保証人を見つけられない場合に保証会社を利用して民間賃貸住宅への入居を
支援する「家賃保証支援」（88ページ参照）など住まいのお困りごとの状況にあったサービス情報を提
供しています。また、入居前から入居中、退去時にかかる支援を行う東京都が指定した「居住支援法
人」などの情報提供を行います。

87
板橋りんりん
住まいるネット

6



令和８年４月１日現在　　　　　　　　　　　　　　　

ページ 項目 新 旧

87
住宅情報

ネットワーク事業
すべて削除 住宅情報ネットワーク事業

88

リフォーム支援事業

↓

住宅リフォーム事業者
登録制度

住宅リフォーム事業者登録制度
住宅リフォーム工事等の注文をしようとする方々が安心して住宅リフォーム事業者を選択することがで
きるよう、住宅リフォーム事業者を登録名簿に登録し、住宅リフォーム工事等の請負実績などの情報を
公開しています。

リフォーム支援事業
区内の円滑なリフォームを支援するために、区内のリフォーム支援登録事業者の情報を提供していま
す。また、登録事業者を利用してリフォーム工事を実施し、区と協定している金融機関でリフォーム
ローンを組んだ場合は、金利優遇を受けられます。（既存木造住宅の耐震化や住宅のバリアフリー化を
含むリフォーム工事も対象となります。）

木造住宅の耐震化促進助成 木造住宅の耐震化推進助成

対象になる方
平成12年５月31日以前に建築された２階建て以下の木造住宅を個人で所有している

対象になる方
次の①、②の双方に該当する方
①平成12年５月31日以前に建築された２階建て以下の木造住宅を個人で所有している
②特別区民税及び軽自動車税等を滞納していない

90 都営住宅の募集案内

88

木造住宅の耐震化
推進助成

↓

木造住宅の耐震化
促進助成
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96 通所施設

区立福祉園
加賀福祉園→生活介護：25 名　就労継続支援B型：40名
高島平福祉園→生活介護：30名　就労継続支援B型：30名
赤塚福祉園→生活介護：50名　就労継続支援B型：40名

区立福祉園
加賀福祉園→生活介護：25 名　就労継続支援B型：60名
高島平福祉園→生活介護：36名　就労継続支援B型：30名
赤塚福祉園→生活介護：60名　就労継続支援B型：40名

97 広場あすなろ

対象になる方
15～39歳以下の軽度の知的障がいのある方で特別支援学級・特別支援学校に通っていない方が対象で
す。ただし、新規登録は29歳までの公的サービスを受けていない方が優先です。
年に１回、１月に広報いたばし等で募集のお知らせをします。

対象になる方
15～39歳以下の軽度の知的障がいのある方で特別支援学級・特別支援学校に通っていない方を対象に年
に１回、１月に広報いたばし等で募集のお知らせをします。
公的サービスを受けていない方優先。

97

知的障がい者相談員

↓

知的障害者相談員

知的障害者相談員 知的障がい者相談員

98 精神保健に関する相談
東京都発達障害者支援センターの相談（おとなTOSCA）
受付日時　第１・３週　月～土　　9：00～17：00（祝日を除く）
　　　　　その他の週　月火木金　9：00～17：00（祝日を除く）

東京都発達障害者支援センターの相談（おとなTOSCA）
受付日時　第２・４週　月～土　　9：00～17：00（祝日を除く）
　　　　　その他の週　月火木金　9：00～17：00（祝日を除く）

107 就学相談
都立特別支援学校、区立小中学校特別支援学級（知的）への就学・転学及び特別支援教室（STEP UP教
室）（情緒）への入室を希望される方の相談を行っています。
※在学途中に特別支援教室（STEP UP教室）への入室を希望される場合は、在籍校に相談してください。

都立特別支援学校、区立小中学校特別支援学級（知的）への就学・転学及びSTEP UP教室（情緒）への入
室を希望される方の相談を行っています。
※在学途中にSTEP UP教室への入室を希望される場合は、在籍校に相談してください。

107

育児相談

↓

健康福祉センター

削除 住宅情報ネットワーク事業

住宅リフォーム事業者登録制度
「身体障害者手帳」の「視覚」の1級から「難病」まで、全て●

リフォーム支援事業
本文ページをご確認ください

木造住宅の耐震化促進助成 木造住宅の耐震化推進助成

111
制度一覧

（65歳以上の方）
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115 高齢者安否確認コール
問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2371

【電話回数】月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）のうち２日以内

問合　おとしより保健福祉センター（11ページ参照）

【電話回数】月曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）のうち２日以内

115
緊急通報システム

機器の設置
問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

115
家具転倒防止器具
取付費用の助成

問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

115 補聴器購入費用の助成 問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

116 紙おむつ等の支給

問合　高齢政策課高齢者相談・給付係 　☎3579-2464

～前文省略～
また、入院及び入所（有料老人ホーム・グループホーム等在宅扱い施設）で、病院（施設） 指定の紙お
むつを使用する方には、月7,000 円まで紙おむつ等の費用を現金助成します。
なお、要介護度や世帯の最多所得者の所得により支給できない場合があります。また、生活保護及び中
国残留邦人等支援給付世帯、介護保険施設入所者の方は対象になりません。

問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

～前文省略～
また、入院及び入所（有料老人ホーム・グループホーム等在宅扱い施設）で、病院（施設） 指定の紙お
むつ等しか使用できない方には、月7,000 円まで紙おむつ等の費用を現金助成します。
なお、要介護度や世帯の最多所得者の所得により支給できない場合があります。また、生活保護世帯・
中国残留邦人等支援給付世帯・介護保険の施設サービスを利用中の方は対象になりません。

116
理美容師派遣
サービス

問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

116
高齢者等配食
サービス事業

問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

116
ひとりぐらし高齢者

見守りネットワーク事業
問合　生涯活躍推進課シニア地域づくり係　☎3579-2376 問合　おとしより保健福祉センター（11ページ参照）

116
高齢者見守り

キーホルダー事業
問合　生涯活躍推進課シニア地域づくり係　☎3579-2376 問合　おとしより保健福祉センター（11ページ参照）

117 日常生活用具給付 問合　高齢政策課高齢者相談・給付係　☎3579-2464 問合　長寿社会推進課高齢者相談係　☎3579-2464

117 住宅設備改修費の助成 問合　生涯活躍推進課フレイル・介護予防係　☎3579-2293 問合　おとしより保健福祉センター（11ページ参照）
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118 削除 住宅情報ネットワーク事業・・・・・87

119 木造住宅の耐震化促進助成 木造住宅の耐震化推進助成

119
↓
118

P118　さ行
住宅リフォーム事業者登録制度・・・・・88

P119　ら行
リフォーム支援事業・・・・・88

索引
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